
議案第4 1号

三朝町職員の給与に関する条例の一部改正について

次のとおり三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて､

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の

議決を求める｡

平成14年3月22日

三朝町長 芦士
にコ 田　　　秀　　　光

平成1 4年3.胃22琶原審可決

三朝町議会議長恩井　草

三朝町条例第　　号

三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)の一部を次

のように改正する｡

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下｢移動号｣という｡)

に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下｢移動復号｣

という｡)が存在する場合には､当該移動号を当該移動後号とし､移動後号に

対応する移動号が存在しない場合には､当該移動復号(以下｢追加号｣という｡)

を加える｡

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く｡)

を加える｡

改正後 劍淤�9���

別表第2(第3条関係) 劔¥ｩUﾉ�c"��c8ﾄ渥hﾅr��

行政職給料表級別標準職務表 劍ﾗ9�ﾙ�Xｸｹ{�ﾈｸ兔ｩUx���Yk�Uﾂ�

職務の級 儷x��4�,��Yk�� ��職務の級 儷x��4�,��Yk��

略- 凛｢�剽ｪ 凛｢�

5級 茶�凛｢��"偬�ｸ�+y^(ﾛ(,ﾉ�Yk���2凛｢��5級 茶�凛｢��"凛｢�(4)略 劔(3)略 

(5)略 劔_i生し略 

(6)略 劔(5)略 



(7)略 ��(6)略 ��

6級 茶�凛｢�9%Tﾈ�Eｸ�+x,ﾉ�Yk��9%Tﾉz｢�6級 茶�凛｢�9%Tﾉz｢� 

(4)略 (5)略 (6)略 (7)困難な業務を処理す る出納室長補佐1の職務 (8)略 (9)略 �(3)略 (4)略 

(5)略 (6)略 (7)略 

(10)略 �(8).略 

7級 茶�凛｢��9Edﾈﾘ)7�,ﾉ&ﾘ�iH,ﾘﾆ���/�Tｹwh,h+x.偬�ｸ�+r�,ﾉ�Yk���2凛｢�ィ凛｢�7級 茶�凛｢��"凛｢� 

(3)略 

(5)略 �(4)略 

8級 茶�凛｢��"�<�,俘)7�,ﾉ&ﾘ�iH,ﾒ�ﾆ��/�Tｹwh,h+x.偬�ｲ�������ﾒ��2凛｢�ィ凛｢�8級 茶�凛｢��"凛｢� 

(3)略 

(5)略 �(4)略 

附　則

この条例は､平成14年4月1日から施行する｡


